
※平成 31 年 5 月以降の元号は新元号に読み替えるものとする。 

 

１ 長浜市の状況  

 

（１）長浜市の園(所)の配置状況 

公立幼稚園：9  公立保育所：3  公立認定こども園：8  民間保育所：10  民間認定こども園：3 

合計：33（位置図参照） 

 

（２）長浜市の就学前人口と就園児の推移・待機児童数の現状 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

長浜市の幼稚園・保育所等施設再編の考え方 

①本市の 0～5 歳児までの園児数は、平成 30 年 4 月 1 日は 4,049 人であるが、平成 36 年 4 月 1 日に

は 3,498 人にまで減少する見込であり、1 年間に約 100 人の中規模園分の人数が減少することにな

る。 

②今後幼稚園・認定こども園短時部は、ニーズの低下により就園児数が減少していく見込であり、1 ク

ラス 10 人以下の小規模幼稚園もあり、幼児教育における適正規模を確保していく必要がある。 

③また入所調整が必要な保育所・認定こども園長時部は、平成 30 年 10 月現在で待機児童は 59 人と

なっており、0～2 歳児にかけて多く、特に旧長浜地域に集中している。 

資料：幼児課  
※各年 4 月 1 日現在 

表 2  園(所)の園児数と規模 

表 4  待機児童数の推移 

資料：幼児課 

    

資料：幼児課 
※国への報告数値より 

資料：住民基本台帳人口(H26-H30) 

          幼児課推計(H31-H36)                             
         ※各年 4 月 1 日現在 

表 3  園児数の推移〈実績と推計〉 

表 1  0 歳から 5 歳人口の推移規模〈実績と推計〉 

　　        （単位：人）

4月1日現在 10月1日現在

平成27年度 68 92

平成28年度 18 50

平成29年度 35 53

平成30年度 15 59

　　平成30年４月1日現在（単位：人）

規模（園児数）
あざい認定こども園 296

たかつき認定こども園 225
北保育園 220

長浜カトリック保育園 205
六荘認定こども園 177

長浜愛児園 162
長浜学舎 143

びわ認定こども園 142
長浜梅香保育園 138

チャイルドハウス 131
たかつき認定こども園 121 きのもと認定こども園 124

神照幼稚園 115 とらひめ認定こども園 119
南郷里幼稚園 109 小谷こども園 117

あざい認定こども園 100 しらやま保育園 110
長浜北幼稚園 97 ﾚｲﾓﾝﾄﾞ長浜こども園 94

六荘認定こども園 69 さくらんぼ保育園 78
長浜幼稚園 68 ほいくえんももの家 73
湖北幼稚園 64 速水保育園 69

わかば幼稚園 60 一麦保育園 62
びわ認定こども園 60 にしあざい認定こども園 58

長浜西幼稚園 56 ﾚｲﾓﾝﾄﾞ長浜南こども園 54
きのもと認定こども園 54

にしあざい認定こども園 34 ひよこ乳児保育園 36
とらひめ認定こども園 30 長浜梅香乳児保育園 35

北郷里幼稚園 26 よご認定こども園 34
長浜南幼稚園 25 市外保育所・認定長時部等 11

よご認定こども園 23
小谷こども園 9

ﾚｲﾓﾝﾄﾞ長浜南こども園 7
ﾚｲﾓﾝﾄﾞ長浜こども園 3

市外幼稚園・認定短時部 6
※認定こども園は短時部と長時部別に分けて記載

50人未満

幼稚園・認定（短時部） 保育所・認定（長時部）

200人以上

150人以上

100人以上

50人以上

園児数ピーク 
保育所・認定長時ピーク 



２ 課題 

 
（１）待機児童の解消を図る必要があること。 

（２）保育ニーズの高まりに対応するため、市内各地域の状況に応じた保育の受入体制を整備する必要が 

   あり、公民連携して保育の担い手の役割を果たす必要があること。 

（３）人員削減計画による市の職員定数削減の中にあっても、保育の受入体制確保のため保育士等を確保 

   していく必要があり、小規模園の統合や民営化を進め、人員を捻出する必要があること。 

（４）就学前児童においては集団生活の中で協同性や道徳性、規範意識などを育むことが重要であり、入 

園者が減少傾向にある幼稚園においても、集団生活ができる一定規模の園児数を確保しなければな 

らないこと。 

（５）老朽化している施設については改築を行う必要があること。 

（今後 5 年のうち耐用年数 45 年を超える施設：さくらんぼ保育園・北郷里幼稚園・長浜幼稚園の一部） 

 

３ 課題解決のための基本的考え方 
  

（１）民間活力の最大限の活用 

    行政との連携協力のもと、民間活力を最大限生せるよう、就学前教育・保育の担い手として働きかけ

を行う。 

 

（２）地域の保育ニーズの反映と適正な集団規模の確保  

待機児童ゼロを目指し、現有建物を有効活用する中での認定こども園化を検討すると共に、児童数の

減少により適正な集団規模の確保ができず存続が困難な小規模園の統合等を検討する。 

 

（３）公立園の役割の確保 

    民間参入が期待できない地域や代替園がない地域については、一定程度の体制を公立園で確保し、公

立による教育・保育を提供する。 

 

４ 具体的方策（案）について 

 

（１）民間活力による新たな保育所の設置 

保育の受入体制確保のため、民間活力による新たな 

保育所の設置を推進する。空きテナント等を活用し 

た保育施設の開設等、民間園へアプローチを行う。 

 

（２）幼稚園の幼稚園型認定こども園化 

既存の幼稚園の施設を活用し、幼稚園型認定こども 

園化を目指す。  

 

（３）幼稚園の合同保育や統合  

適正な集団規模の確保ができない園については、他 

    の園との合同保育や園の統合により適正な集団規模 

    の確保を目指す。 

 

（４）公立園の改築  

公立園としての役割から代替性のない園、民間活力 

      の活用が見込めない園などは、公立園として存続を 

行い、老朽化している施設については改築を行う。 

 

参考 今後の検討予定地域（位置図参照） 

Ａ：旧長浜（中心市街地～北部）エリア    Ｂ：旧長浜（東部）エリア 

Ｃ：旧長浜（南部）エリア          Ｄ：湖北（中部～西部）エリア 

既存の施設等を活用した

認定こども園化へ 

長浜市内への誘致 

民間事業者    民間保育所の新設 

幼稚園施設 認定こども園 

Ａ幼稚園 

C 幼稚園 

Ｂ幼稚園 

老朽化した施設の改築 

公立園施設 公立園施設 

合同保育・統合 



 


